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誰もが平等に学ぴ・働き。暮らせる社会ヘ

「障害者差別解消法1は障害を理由とする差別を解消して、障害のある人もない人も平等に生活できる社会づ

くりを推進するための法律です。

この法律は行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務で

もあります。みなさん一人ひとりが障害について理解し、障害を理由とした不当な区別や制限といつた差別に気

づき、解消していくようにご協力をお願いします。
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べ つ しょう  ほ う

障害者差別解消法は、国や市区町村といつた行政機関や会社やお店などの民間事業者の障書がある

人に対する 「陣書を理由とする差別Jを なくすために制定された法律です。
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障害のあるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社

会をつくることを目的としています。

対象となる 「障害のある人」とは?

車いすを利用していることを

理笛に、レストランなどへの入
店を断つた。

駅の相内で視覚障害のある人

から貰間さtlたが、駅員はわか

じヽ ヽいしょう,い    う  てヽい う″|  ヽ  と ぃ しヽしょうより   じ ,ヽ ,● `,,い    h(

障害者基本法で定められた身体障害、知的障害、精神障害 (発達障害を含む)、そのほか心身の
こ 0う   し ょう″|            し ょうよぃ   し , おい てヽ し,,べt             に コじようせt ,つ   し , よいせい ",   こ な これ                 0●

機能の障害があり、障害や社会的障壁革によつて日常生活や社会生活が困難になっている人です。

障害者手帳をもっていない人も含まれます。

※社会的障壁とは、麟書のある人にとつて日常生活や社会生活を送る上で臣壁となる事物 ・制度 ・tR行・観念な

どさまざまなもののことです。

障害があることを伝えると、

そllを理由にスポーツクラブな

どへの入会を断つた。

災書避難所で聴覚陣書がある

ことを伝えられたが、必要な情
ほう  0お せい      て ,t42

報を音声のみで提供した。

しょう″↓ヽ            つ た

障書があることを伝えると、

それを理由にアパートなどの部

屋を貸さなかつた。

昭E]1艶 縄 騨
らかの出慮を歌 話 十範 博 を最り篠くた例こ
予わないこと (台 理的配慮の不提供)

し ,(し ょうよい 'く しを  't｀ ●  ● 0      し どうrい

役所の会議に招かれた障書の

ある人に配慮を求められたが、

何も対応しなかつた。

1回日1鎌を青母たち事
薔ヽ島やイこビ孔?葉真を塙台した吹勅漁し触

‐
ること (不 当な差別的取り扱し,

るように説明しなかつた。



じ  ご よう し ゃ      の ぞ と         く

事華道Q望畳働い理賜廻揚
障害者差別解消法の事業者は、目的の営利 ・ユF営利、個人 ・法人の別を問いません。一般的な企業

やお店だけでなく、個人事業者や社会福祉法人、特定井営利活動法人なども対象となります。

事業を継続する上で過重な負担とならない範囲で、次のような具体例を参考にして、含理的な配慮に

取り組みましよう。また、事実上の平等となる優遇措置は、法的差丹明こはなりません。

店舗内や事業所内を車いすの
り Aう し,      い  てわ

利用者でも移動しやすいように、

通路の幅を広くするなどの工夫を

する。

車いすの利用者などのため

に、店舗などの出入り□にスロー

プを設置するなどして段差を解消

する。

聴覚障害のある人に、ホテルや

施設の受付などで、筆談や手話

など音声以外の方法でコミュニ

ケーションをとる。

国
固

障書の特性に配慮し、説明書

やパンフレットなどの文字を大き
″ ,

くしたり、lSlり仮名をつけたりする。

隷

視覚障害のある人に、記載さ

れたメニューやサービスの内容な

どをスタッフが読み上げながら説

明する。

車いすの利用者が電車に乗ると

きや降りるときは、それぞれの駅

で連絡を取り合い、駅員が手助け

をする。

障害の影響で長時間立ったまま

で待つことが困難な人には、(周

囲の理解を得た上で)い すなどを

用意する。

盲導犬など身体障害者補助犬

の役割を理解して、いつしょに入

れる飲食店などの店舗や事業所を

増やす。

空港の搭乗手続きや病院の受

診手続きなどで、障害の特性に

応じて受付の時間や順番などを優

遇する。



障害者差別解消法で、一般の住民のみなさんに課せられる義務や罰則はありません。ただ、差別を

なくし、豊かな共生社会を実現するために、次のような具体例を参考にして助け含いましょう。

そう たん      と      あ

相談、お問い含わせは下記まで(平日8:30～ 17:15)

前橋市障害福祉課(前橋市基幹相談支援センター)

〒371‐0014 前 橋市朝日町三丁目36-17 前 橋市保健所1階

TEL 027-220‐5714   FA)(027-223-8856
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